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島
薗
進
「
国
家
神
道
」
論
再
考

―
内
務
省
神
社
局
編
『
国
体
論
史
』（
大
正
十
年
一
月
）
の
意
味
す
る
も
の
は
何
か
―

新

田

　

均

は
じ
め
に

　

村
上
重
良
が
唱
え
た
「
国
家
神
道
」
論
の
中
身
を
換
骨
奪
胎
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
国
家
神
道
」
と
い
う
術
語
を
延
命
さ
せ
よ
う
と

試
み
る
島
薗
進
は
、
一
手
段
と
し
て
、
村
上
が
行
っ
た
時
代
区
分
の

修
正
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
修
正
に
お
い
て
島
薗
が
特
に
重
視
し

て
い
る
の
が
、
第
二
期
に
位
置
す
る
「
確
立
期
」（
一
八
九
○
年
［
明

治
二
三
］
頃
―
一
九
一
○
年
［
明
治
末
年
］
頃
）
で
、
自
著
の
『
国
家
神

道
と
日
本
人
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
〇
年
七
月
）
の
中
で
、「
適
切
な

国
家
神
道
像
を
得
る
に
は
、
こ
の
確
立
期
が
要
と
な
る
」（
一
四
四

頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

本
稿
は
、
ま
ず
、
島
薗
が
主
張
し
て
い
る
時
代
区
分
の
中
身
を
確

認
し
、
次
い
で
、
彼
が
時
代
区
分
の
中
身
と
し
て
言
及
し
て
い
る
事

例
が
彼
の
議
論
の
証
明
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
さ
ら

に
、
彼
が
言
及
し
て
い
な
い
資
料
を
取
り
上
げ
て
彼
の
議
論
と
の
整

合
性
を
吟
味
し
、
最
終
的
に
、
彼
の
時
代
区
分
お
よ
び
時
代
認
識
が

肯
定
で
き
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

島
薗
の
時
代
区
分
と
時
代
認
識

　

ま
ず
、
島
薗
が
修
正
の
対
象
と
し
て
い
る
村
上
重
良
の
時
代
区
分

を
示
す
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
（『
国
家
神
道
』
七
八
―
八
〇
頁
、
岩
波

新
書
、
一
九
七
〇
年
一
一
月
）。

（
一
）�

形
成
期　

明
治
維
新
（
一
八
六
八
年
）
～
明
治
二
〇
年
代

初
頭
（
一
八
八
〇
年
代
末
）

（
二
）�

教
義
的
完
成
期　

帝
国
憲
法
発
布
（
一
八
八
九
年
）
～
日

露
戦
争
（
一
九
〇
五
年
一
○
年
）

（
三
）�

制
度
的
完
成
期　

明
治
三
〇
年
代
末
（
一
九
〇
〇
年
後
半
）

～
昭
和
初
期
（
一
九
三
〇
年
代
初
頭
）

（
四
）�
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
国
教
期　

満
州
事
変
（
一
九
三
一
年
）
～

太
平
洋
戦
争
敗
戦
（
一
九
四
五
年
）
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こ
の
村
上
の
時
代
区
分
を
、
島
薗
は
次
の
よ
う
に
修
正
す
べ
き
だ

と
し
て
い
る
。

第
一
期�
「
形
成
期
」（
一
八
六
八
年
［
明
治
初
年
］
―
一
八
九
○
年

［
明
治
二
三
］
頃
）

第
二
期�
「
確
立
期
」（
一
八
九
○
年
［
明
治
二
三
］
頃
―
一
九
一
○
年

［
明
治
末
年
］
頃
）

第
三
期�

「
浸
透
期
」（
一
九
一
○
年
［
大
正
初
年
］
頃
―
一
九
三
一
年

［
昭
和
六
年
］）

第
四
期�

「
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
」（
一
九
三
一
年
［
昭
和
六
年
］
―
一
九

四
五
年
［
昭
和
二
〇
年
］）

　
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
島
薗
は
「
適
切
な
国
家
神
道

像
を
得
る
に
は
、
こ
の
確
立
期
が
要
と
な
る
」
と
主
張
し
、
そ
の
理

由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
第
二
期
を
『
確
立
期
』
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
期
に
（
1
）
聖

な
る
天
皇
と
皇
室
の
崇
敬
に
関
わ
る
儀
礼
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
て
い

く
こ
と
、（
2
）
神
話
的
表
象
に
基
づ
く
国
体
思
想
が
生
活
空
間
に

根
づ
く
よ
う
な
形
に
整
え
ら
れ
、
そ
の
教
育
・
普
及
シ
ス
テ
ム
が
確

立
し
て
い
く
こ
と
、（
3
）
神
職
の
養
成
シ
ス
テ
ム
と
神
職
の
連
携

組
織
が
確
立
し
、
国
家
神
道
の
有
力
な
構
成
要
素
で
あ
る
神
社
神
道

が
そ
の
内
実
を
固
め
て
い
く
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
変
化
が
起
こ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
神
道
は
国
民
自
身

の
思
想
と
実
践
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。
い
わ
ば
国
民
の
心
と

か
ら
だ
の
一
部
と
な
る
。
そ
し
て
次
第
に
国
家
神
道
を
強
化
し
て
い

く
こ
と
を
求
め
る
声
が
、
国
民
各
層
か
ら
わ
き
お
こ
っ
て
く
る
よ
う

な
基
盤
が
作
ら
れ
て
い
く
。
こ
れ
に
後
押
し
さ
れ
て
、
第
三
期
『
浸

透
期
』
に
な
る
と
下
か
ら
の
運
動
が
強
ま
り
、
政
府
も
国
家
指
導
層

も
国
家
神
道
の
強
化
の
方
向
で
社
会
的
緊
張
を
克
服
し
、
よ
り
強
固

な
国
民
統
合
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
道
を
選
ば
ざ
る
を
え
な
く
な

る
」（
一
四
四
頁
）

　
「
第
二
期
に
確
立
し
て
い
っ
た
儀
礼
シ
ス
テ
ム
、
教
育
シ
ス
テ
ム
、

神
社
組
織
と
神
職
養
成
シ
ス
テ
ム
な
ど
が
基
盤
と
な
っ
て
、
国
民
は

国
家
神
道
の
価
値
観
や
言
説
や
実
践
を
自
ら
身
に
つ
け
て
い
っ
た
。」

（
一
七
六
頁
）

　
「
こ
の
時
期
［
第
二
期
］
に
は
、
国
家
神
道
は
上
か
ら
の
教
化
・

統
制
の
シ
ス
テ
ム
が
整
え
ら
れ
、『
下
か
ら
の
運
動
』
へ
と
展
開
し

て
い
く
た
め
の
基
礎
が
固
め
ら
れ
て
い
っ
た
。」（
一
八
〇
頁
）

　
「
第
四
期
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
に
は
皇
道
や
祭
政
一
致
の
理
念
を
掲
げ

て
既
存
の
体
制
を
く
つ
が
え
そ
う
と
す
る
下
か
ら
の
運
動
を
、
押
し

と
ど
め
る
の
が
困
難
な
状
況
に
至
る
こ
と
に
な
る
。」（
一
七
六
頁
）

　

島
薗
の
主
張
を
再
確
認
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　

①�
第
二
期
の
「
確
立
期
」
に
、
国
家
神
道
の
「
上
か
ら
の
教
化
・

統
制
シ
ス
テ
ム
」
が
整
え
ら
れ
た
。

　

②�

そ
の
結
果
、
国
家
神
道
は
「
国
民
自
身
の
思
想
と
実
践
」
の
中

に
組
み
込
ま
れ
、「
国
民
の
心
と
か
ら
だ
の
一
部
」
と
な
っ
て
、
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国
家
神
道
の
強
化
を
求
め
る
「
下
か
ら
の
運
動
」
が
生
ま
れ
る

「
基
盤
」「
基
礎
」
が
作
ら
れ
た
。

　

③�

こ
の
「
基
盤
」「
基
礎
」
の
上
に
立
っ
て
、
第
三
期
の
「
浸
透

期
」
に
な
る
と
「
下
か
ら
の
運
動
」
が
強
ま
り
、
政
府
も
国
家

指
導
層
も
「
国
家
神
道
の
強
化
の
方
向
」
で
社
会
的
緊
張
を
克

服
し
、
よ
り
強
固
な
国
民
統
合
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
道
を
選

ば
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

　

④�

第
四
期
の
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
」
に
な
る
と
、
も
は
や
、「
既
存

の
体
制
を
く
つ
が
え
そ
う
と
す
る
下
か
ら
の
運
動
」
を
押
し
と

ど
め
る
の
が
困
難
な
状
況
に
な
っ
た
。

「
確
立
期
」
の
検
討

　

島
園
は
『
国
家
神
道
と
日
本
人
』
の
一
四
六
頁
か
ら
一
五
五
頁
で

「
確
立
期
」
に
お
け
る
「
聖
な
る
天
皇
と
皇
室
の
崇
敬
に
関
わ
る
儀

礼
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
て
い
く
こ
と
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ

こ
で
ま
ず
彼
は
「
学
校
行
事
が
そ
の
典
型
で
あ
る
」（
一
四
六
頁
）
と

し
て
、
山
本
信
良
・
今
野
敏
彦
著
『
近
代
教
育
の
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
』『
大
正
・
昭
和
教
育
の
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
依
拠
し

て
、「
儀
礼
シ
ス
テ
ム
の
確
立
」
の
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
事
柄
を

取
り
上
げ
て
い
る
。

　

①�

一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
の
「
小
学
校
に
於
け
る
祝
日
大
祭

日
の
儀
式
に
関
す
る
規
程
」。

　

②
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
の
「
教
育
勅
語
」。

　

③�

一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
の
以
降
の
「
御
影
並
勅
語
謄
本
奉

蔵
規
程
」。

　

④�

一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
の
栃
木
県
の
小
学
校
に
お
け
る
神
社

参
拝
・
修
学
旅
行
・
参
宮
旅
行
の
規
程
。

　

⑤�

一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
の
徳
島
県
の
小
学
校
の
「
朝
拝
」
規

程
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
シ
ス
テ
ム
が
「
国
民
の
心
と
か
ら
で
の

一
部
」
に
な
っ
た
証
拠
と
し
て

　

⑥
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
の
広
島
県
編
『
御
親
閲
感
激
録
』。

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
島
薗
は
「
神
道
的
な
側
面
が
顕
著
な
国
家
儀
礼
と
し
て
特
別

大
き
な
宗
教
的
意
義
を
も
っ
た
の
は
、
靖
国
神
社
の
そ
れ
だ
ろ
う
」

（
一
五
〇
頁
）
と
し
て
、
靖
国
神
社
に
関
わ
る
儀
礼
シ
ス
テ
ム
を
例
示

し
て
い
る
。

　

⑦�

一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
と
九
八
（
明
治
三
一
）
年
の
天
皇
の

「
親
拝
」。

　

⑧�
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
と
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
の
天
皇
の

「
親
拝
」。

　

そ
し
て
、
こ
の
靖
国
神
社
に
関
わ
る
儀
礼
シ
ス
テ
ム
が
「
人
々
の

心
の
奥
深
い
部
分
を
も
揺
り
動
か
す
力
を
も
っ
て
い
る
」（
一
五
二

頁
）
例
と
し
て
、
以
下
の
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。
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⑨�

一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
の
『
尋
常
小
学
修
身
書　

四
』
に
お

け
る
靖
國
神
社
の
記
述
。

　

⑩�
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
の
小
学
校
低
学
年
用
の
指
導
書
の

記
述
。

　

⑪
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
の
遺
族
小
学
生
の
作
文
。

　

以
上
が
「
確
立
期
」
に
お
け
る
「
聖
な
る
天
皇
と
皇
室
の
崇
敬
に

関
わ
る
儀
礼
シ
ス
テ
ム
」
の
確
立
の
証
拠
と
し
て
彼
が
記
述
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
問
題
な
の
は
、
彼
が
言
う
と
こ
ろ
の

「
確
立
期
」
に
当
た
る
一
八
九
○
年
［
明
治
二
三
］
頃
―
一
九
一
○

年
［
明
治
末
年
］
頃
ま
で
の
事
例
は
、
①
②
③
⑦
⑧
と
、
十
例
中
五

例
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
①
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
の
「
小

学
校
に
於
け
る
祝
日
大
祭
日
の
儀
式
に
関
す
る
規
程
」、
②
一
八
九

〇
（
明
治
二
三
）
年
の
「
教
育
勅
語
」、
③
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）

年
の
以
降
の
「
御
影
並
勅
語
謄
本
奉
蔵
規
程
」、
⑦
一
八
九
五
（
明

治
二
八
）
年
と
九
八
（
明
治
三
一
）
年
の
天
皇
の
靖
國
神
社
「
親
拝
」、

⑧
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
と
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
の
天
皇
の
靖

國
神
社
「
親
拝
」。
こ
れ
た
け
で
、「
確
立
期
」
に
お
け
る
聖
な
る
天

皇
と
皇
室
の
崇
敬
に
関
わ
る
儀
礼
シ
ス
テ
ム
の
「
確
立
」
を
主
張
す

る
の
は
困
難
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
彼
の
議
論
の
本
質
と
の
関
係
で
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、

“「
確
立
期
」
に
お
い
て
国
家
神
道
が
「
国
民
自
身
の
思
想
と
実
践
」

の
中
に
組
み
込
ま
れ
、「
国
民
の
心
と
か
ら
だ
の
一
部
」
と
な
っ
て
、

国
家
神
道
の
強
化
を
求
め
る
「
下
か
ら
の
運
動
」
が
生
ま
れ
る
「
基

盤
」「
基
礎
」
が
作
ら
れ
た
”
と
い
う
主
張
を
証
明
す
る
事
例
が
一

つ
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
確
立
期
」
に
含
ま
れ
る
、
①
②
③
⑦
⑧

は
、
い
ず
れ
も
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
だ
け
の
証
拠
で

あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
「
国
家
神
道
」
が
国
民
に
内
面
化
さ
れ
た

こ
と
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
。
内
面
化
を
示
す
よ
う
に
見
え
る
⑥
一

九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
の
広
島
県
編
『
御
親
閲
感
激
録
』
は
「
浸
透

期
」
の
最
末
年
、
⑪
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
の
参
拝
し
た
遺
族

小
学
生
の
作
文
に
い
た
っ
て
は
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
」
の
も
の
で
あ
る
。

　　

次
に
島
園
は
『
国
家
神
道
と
日
本
人
』
の
一
五
六
頁
か
ら
一
五
九

頁
で
「
確
立
期
」
に
お
け
る
「
神
話
的
表
象
に
基
づ
く
国
体
思
想
が

生
活
空
間
に
根
づ
く
よ
う
な
形
に
整
え
ら
れ
、
そ
の
教
育
・
普
及
シ

ス
テ
ム
が
確
立
し
て
い
く
こ
と
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
こ

で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の
二
例
だ
け
で
あ
る
。

　

①�

一
九
九
〇
年
代
の
末
（
明
治
三
二
年
）
以
降
、「
天
祖
神
勅
や
三

種
神
器
」
な
ど
が
小
学
校
の
歴
史
教
科
書
に
書
き
加
え
ら
れ
た

こ
と
。

　

②�
井
上
哲
次
郎
著
『
勅
語
衍
義
』（
一
八
九
一
［
明
治
二
四
］
年
）

や
『
国
民
道
徳
概
論
』（
一
九
一
二
［
大
正
元
］
年
）
に
よ
っ
て
、

「
国
体
思
想
に
基
づ
く
道
徳
論
が
、
成
人
た
ち
に
も
呑
み
込
み

や
す
い
形
」（
一
五
八
頁
）
に
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
。
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こ
の
二
例
だ
け
で
は
、
た
と
え
、
神
話
的
表
象
に
基
づ
く
国
体
思

想
が
生
活
空
間
に
根
づ
く
よ
う
な
形
に
「
整
え
ら
れ
」、
そ
の
教
育
・

普
及
シ
ス
テ
ム
が
「
確
立
し
て
い
く
」
こ
と
の
証
明
に
な
っ
て
い
る

と
仮
定
し
て
も
、「
神
話
的
表
象
に
基
づ
く
国
体
思
想
」
が
国
民
の

心
と
か
ら
だ
の
一
部
と
し
て
内
面
化
さ
れ
た
こ
と
の
証
拠
に
は
全
く

な
ら
な
い
。
教
科
書
に
書
か
れ
て
い
た
ら
生
徒
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま

信
じ
実
践
す
る
は
ず
だ
、
本
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
読
ん
だ
人
間

は
鵜
呑
み
に
す
る
は
ず
だ
、
と
考
え
る
の
は
単
純
に
過
ぎ
よ
う
。

　

島
園
は
『
国
家
神
道
と
日
本
人
』
の
一
五
九
頁
か
ら
一
六
五
頁
で

「
確
立
期
」
に
お
け
る
「
神
職
の
養
成
シ
ス
テ
ム
と
神
職
の
連
携
組

織
」
が
確
立
し
た
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
、
そ

れ
に
よ
っ
て
こ
の
時
期
に
国
家
神
道
が
「
国
民
の
心
と
か
ら
だ
の
一

部
」
と
し
て
内
面
化
さ
れ
た
こ
と
の
証
拠
は
何
一
つ
提
示
し
て
い
な

い
。

　

以
上
の
検
討
の
結
果
か
ら
、「
確
立
期
」
に
つ
い
て
、
彼
が
主
張

し
て
い
る
「
上
か
ら
の
教
化
・
統
制
シ
ス
テ
ム
」
の
確
立
に
つ
い
て

は
“
証
拠
不
十
分
”
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
、
国
家
神
道

が
「
国
民
自
身
の
思
想
と
実
践
」
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、「
国
民
の

心
と
か
ら
だ
の
一
部
」
と
な
り
、
国
家
神
道
の
強
化
を
求
め
る
「
下

か
ら
の
運
動
」
が
生
ま
れ
る
「
基
盤
」「
基
礎
」
が
作
ら
れ
た
と
の

主
張
に
い
た
っ
て
は
、〝
証
拠
の
提
示
な
し
〟
と
判
断
せ
ざ
る
を
得

な
い
。

　

つ
い
で
に
言
え
ば
、『
国
家
神
道
と
日
本
人
』
の
一
六
六
頁
か
ら

一
八
一
頁
で
、
島
薗
は
「
浸
透
期
」
に
お
け
る
「
下
か
ら
の
国
家
神

道
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
大
本
教
」「
国
柱
会
」

「
地
方
神
職
の
運
動
」「
修
養
団
」「
神
道
天
行
居
」
な
ど
の
運
動
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
こ
れ
ら
の
運
動
が
、

「
第
二
期
に
確
立
し
て
い
っ
た
儀
礼
シ
ス
テ
ム
、
教
育
シ
ス
テ
ム
、

神
社
組
織
と
神
職
養
成
シ
ス
テ
ム
な
ど
が
基
盤
と
な
っ
て
」
生
ま
れ

て
き
た
こ
と
を
証
明
す
る
具
体
的
資
料
は
何
一
つ
提
示
さ
れ
て
い
な

い
。
た
だ
、
そ
れ
ら
が
基
盤
と
な
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
“
島
薗
氏
の

推
測
や
判
断
”
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

「
浸
透
期
」
以
降
で
さ
え
「
国
家
神
道
」
が
浸
透
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
実
例

　

島
薗
は
「
国
家
神
道
」
を
「
天
皇
と
国
家
を
尊
び
国
民
と
し
て
結

束
す
る
こ
と
と
、
日
本
の
神
々
の
崇
敬
が
結
び
つ
い
て
信
仰
生
活
の

主
軸
と
な
っ
た
神
道
の
形
態
」（『
国
家
神
道
と
日
本
人
』
ⅰ
頁
）
と
定

義
す
る
。
彼
の
時
代
区
分
に
従
え
ば
、
こ
の
「
国
家
神
道
」
が
「
確

立
期
」（
一
八
九
○
年
［
明
治
二
三
］
頃
―
一
九
一
○
年
［
明
治
末
年
］
頃
）

に
「
上
か
ら
の
教
化
・
統
制
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
確
立
し
、「
国
民

の
心
と
か
ら
だ
の
一
部
」
と
な
っ
た
結
果
、「
浸
透
期
」（
一
九
一
○

年
［
大
正
初
年
］
頃
―
一
九
三
一
年
［
昭
和
六
年
］）
に
「
国
家
神
道
の
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強
化
」
を
求
め
る
「
下
か
ら
の
運
動
」
が
強
ま
り
、「
フ
ァ
シ
ズ
ム

期
」（
一
九
三
一
年
［
昭
和
六
年
］
―
一
九
四
五
年
［
昭
和
二
〇
年
］）
に

は
「
既
存
の
体
制
を
く
つ
が
え
そ
う
と
す
る
下
か
ら
の
運
動
」
を
押

し
と
ど
め
る
の
が
困
難
な
状
況
に
な
っ
た
と
い
う
筋
書
き
に
な
る
。

　

し
か
し
、
彼
の
言
う
「
浸
透
期
」
以
降
に
、
こ
の
筋
書
き
で
は
説

明
の
つ
か
な
い
歴
史
資
料
が
多
数
存
在
す
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
が
、

大
正
十
年
一
月
に
内
務
省
神
社
局
が
刊
行
し
た
『
国
体
論
史
』
で
あ

る
。『
国
体
論
史
』
は
、「
思
想
界
の
動
揺
」
に
直
面
し
て
、「
危
険

思
想
［
マ
ル
ク
ス
主
義
］
の
防
遏
」
と
「
其
の
善
導
」
を
目
的
と
し

て
、「
国
民
思
想
の
指
導
に
当
ら
ん
と
す
る
も
の
」
の
た
め
に
「
参

考
資
料
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
（
緒
言
）。
そ
の
末
尾
で
編
纂
責
任

者
の
清
原
貞
雄
が
述
べ
て
い
る
主
張
は
、
大
正
十
年
の
国
民
思
想
の

状
況
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
内
務
省
神
社
局
が
ど
の
よ
う
に

捉
え
、
ど
の
よ
う
な
方
策
を
取
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
教
え
て
く
れ

る
。
貴
重
な
資
料
な
の
で
、
長
文
だ
が
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
（
傍
線

引
用
者
）。

　

国
体
な
る
語
に
就
て
も
種
々
の
意
味
に
用
ゐ
ら
れ
た
る
も
、

大
別
し
て
二
と
す
べ
し
。
一
は
歴
史
的
見
解
に
し
て
他
は
哲
学

的
見
解
な
り
。
然
れ
ど
も
必
ず
し
も
画
然
其
境
界
を
作
し
得
る

も
の
は
少
く
、
多
く
は
一
に
拠
り
他
を
交
ゆ
る
を
常
と
す
。
何

れ
を
見
る
も
皆
我
国
の
優
秀
を
嘆
美
す
。
多
く
は
当
れ
り
。
然

れ
ど
も
吾
人
今
我
国
体
を
説
か
ん
と
欲
す
る
も
の
、
人
の
信
ず

る
と
信
ぜ
ざ
る
と
を
度
外
に
し
て
一
個
の
祝
言
嘉
詞
を
述
ぶ
る

に
は
あ
ら
ず
。
国
民
を
し
て
之
を
了
解
せ
し
め
、
之
を
信
ぜ
し

め
ん
と
欲
す
る
に
あ
る
以
上
は
、
国
民
が
殆
ど
常
識
と
し
て
有

す
る
所
の
科
学
的
智
識
に
抵
触
せ
ざ
る
理
論
の
上
に
立
た
ざ
る

可
ら
ず
。
皇
統
連
綿
万
世
一
系
を
説
く
如
き
は
最
も
良
し
。
然

れ
ど
も
諾
冉
二
神
が
始
め
て
虚
空
の
内
に
世
界
を
作
成
し
た
る

を
如
実
的
に
説
き
て
、
か
る
が
故
に
人
民
は
素
よ
り
一
木
一
草

に
至
る
ま
で
其
御
子
孫
た
る
皇
室
の
私
有
な
り
と
説
く
は
如
何

に
や
。
之
れ
我
国
の
神
話
な
り
。
神
話
は
其
国
民
の
理
想
、
精

神
と
し
て
最
も
尊
重
す
べ
し
。
只
そ
れ
は
尊
重
す
べ
き
の
み
。

之
を
根
拠
と
し
我
国
体
の
尊
厳
を
説
か
ん
と
欲
す
る
は
危
し
。

先
入
主
と
し
て
、
之
等
の
「
国
造
り
説
」
と
相
容
れ
ざ
る
進
化

学
上
の
知
識
を
注
入
せ
ら
れ
居
る
国
民
は
或
は
之
を
信
ず
る
事

を
得
ざ
る
が
故
な
り
。
固
陋
な
る
論
者
は
之
を
信
ぜ
ざ
る
も
の

を
以
て
賊
子
と
称
し
て
攻
撃
す
。
斯
く
し
て
国
民
の
口
を
鉗
す

る
は
容
易
な
ら
ん
。
不
忠
と
呼
ば
る
ゝ
は
日
本
人
に
は
最
も
苦

痛
な
れ
ば
な
り
。
さ
れ
ど
其
心
を
奪
ふ
は
不
可
能
な
り
。
之
れ

其
一
例
を
挙
げ
た
る
の
み
。
其
他
す
べ
て
の
点
に
於
て
同
理
な

り
。
我
国
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
歎
美
し
、
誇
張
し
、
何

事
に
関
し
て
も
世
界
無
比
、
宇
内
に
卓
然
と
し
て
類
を
絶
す
る

も
の
と
説
く
は
、
一
片
の
儀
式
的
祝
嘉
詞
と
し
て
述
ぶ
る
は
可

し
。
国
民
を
し
て
衷
心
よ
り
我
国
体
の
優
秀
な
る
を
了
解
せ
し
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め
ん
と
す
る
に
は
何
等
益
な
き
事
に
し
て
、
も
し
外
国
人
よ
り

冷
静
に
之
を
見
る
に
於
て
は
妄
想
誇
大
狂
な
ら
ん
の
み
。
要
は

信
じ
得
る
所
由
を
根
拠
と
し
て
説
か
ざ
る
可
ら
ず
。

　

抑
も
国
体
と
は
如
何
な
る
意
味
な
り
や
。
予
は
「
一
国
が
国

家
と
し
て
存
立
す
る
状
態
な
り
」
と
云
は
ん
と
欲
す
。
広
義
に

失
す
る
が
如
き
も
、
斯
く
云
は
ざ
れ
ば
国
体
な
る
語
の
内
包
を

云
ひ
尽
さ
ゞ
る
も
の
と
信
ず
。

　

従
来
云
ふ
所
の
最
狭
義
の
統
治
権
の
主
体
如
何
と
い
ふ
如
き

事
は
素
よ
り
、
或
は
建
国
の
事
情
に
依
り
て
定
ま
る
と
云
ひ
、

其
他
何
と
云
ひ
彼
と
い
ふ
如
き
は
、
何
れ
も
内
容
の
一
部
の
み
。

或
は
今
現
存
す
る
我
国
体
（
予
の
所
謂
）
の
優
秀
の
原
由
の
一

部
の
み
。

　

然
ら
ば
我
が
所
謂
「
国
体
」
の
優
秀
と
は
何
ぞ
や
。
曰
く
。

上
下
融
然
と
し
て
相
和
し
渾
然
と
し
て
一
体
を
成
し
、
而
も
整

然
た
る
秩
序
あ
り
、
国
家
と
し
て
最
も
鞏
固
に
存
続
す
る
状
態

な
り
。
頗
る
簡
単
明
瞭
な
り
。
而
し
て
我
国
（
暫
く
新
附
の
領

土
を
除
く
）
は
世
界
の
中
、
此
点
に
於
て
第
一
位
に
居
る
事
を

断
言
す
る
は
敢
て
不
稽
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
只
此
優
秀
な
る
国

体
の
成
立
せ
る
所
の
由
来
を
研
究
す
る
も
の
即
ち
吾
人
の
目
的

な
り
。
従
来
の
学
者
其
由
て
来
る
所
を
目
し
て
国
体
其
も
の
と

せ
る
と
予
の
見
解
と
の
異
な
る
所
以
な
り
。

　

一
言
に
し
て
云
へ
ば
多
く
の
学
者
が
認
む
る
如
く
、
我
国
の

社
会
の
成
り
立
ち
に
因
由
す
。
即
ち
、
上
に
、
国
民
帰
向
の
中

心
と
し
て
有
史
以
前
よ
り
連
綿
と
し
て
今
日
に
継
続
せ
る
皇
室

あ
り
。
下
、
之
が
支
流
た
る
国
民
之
を
奉
戴
し
て
、
以
て
有
史

以
来
上
下
其
序
を
替
え
ず
し
て
、
今
日
に
及
び
又
幸
に
し
て
外

の
侮
を
受
く
る
事
な
く
し
て
国
家
常
に
発
展
の
一
方
に
進
め
る

事
な
り
。
約
言
す
れ
ば
一
の
中
心
点
に
向
て
国
民
が
蝟
集
し
て

堅
固
な
る
国
家
を
作
れ
る
な
り
。

　

或
種
の
社
会
主
義
者
の
云
ふ
如
く
、
国
に
上
下
の
差
別
な
く
、

挙
国
平
等
に
し
て
一
の
命
令
な
く
、
一
の
服
従
な
く
、
又
国
際

間
に
争
議
な
く
、
相
互
和
衷
協
同
し
て
悠
々
春
日
の
如
き
世
界

を
作
る
と
い
ふ
事
が
理
論
と
し
て
は
云
ふ
に
易
く
、
聞
く
に
快

き
説
な
り
と
雖
も
到
底
実
現
す
可
ら
ざ
る
空
想
に
過
ぎ
ず
と
す

れ
ば
、
吾
人
は
何
所
ま
で
も
国
を
鞏
固
に
し
、
国
内
に
於
て
、

主
権
に
対
す
る
絶
対
的
服
従
義
務
の
内
に
正
当
な
る
自
由
の
権

利
を
保
持
し
、
国
家
に
対
す
る
自
己
犠
牲
に
依
り
て
相
互
の
幸

福
を
享
有
せ
ざ
る
可
ら
ず
。

　

斯
か
る
国
家
を
形
成
す
る
に
は
、
上
に
命
令
者
と
し
て
普
く

国
民
を
肯
首
せ
し
む
る
に
足
る
も
の
ゝ
存
在
す
る
事
は
第
一
必

要
条
件
な
り
。
我
皇
室
は
最
も
此
条
件
に
適
合
し
、
而
も
現
今

世
界
に
於
け
る
唯
一
の
も
の
な
り
。

　

我
国
が
悠
久
の
古
、
此
大
八
洲
に
国
を
為
す
や
少
数
の
所
謂

天
孫
民
族
が
其
一
統
相
率
ゐ
て
来
り
、
夷
族
を
平
ら
げ
、
荊
棘
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を
開
き
、
農
を
興
し
以
て
漸
く
増
殖
し
、
発
展
し
て
遂
に
国
家

を
成
す
。
而
し
て
其
源
元
を
伝
説
に
依
り
て
察
す
れ
ば
、
現
皇

室
の
祖
先
が
、
始
め
よ
り
其
首
長
と
し
て
一
統
を
率
ゐ
た
る
は

疑
ふ
可
ら
ず
。
神
話
に
依
り
て
も
明
か
な
る
が
如
く
、
其
第
一

宗
家
の
家
長
が
始
め
よ
り
其
支
族
を
包
含
す
る
所
の
一
統
に
首

長
と
し
て
臨
め
る
な
り
。
吾
人
は
現
今
残
存
せ
る
神
話
を
通
じ

て
推
察
を
行
ふ
時
此
以
外
の
想
像
を
形
成
す
る
事
能
は
ず
。
又

此
想
像
に
は
何
等
の
不
合
理
あ
る
こ
と
な
し
。

　

斯
く
て
宗
家
の
家
長
を
首
長
と
戴
け
る
一
族
は
、
支
族
に
支

族
を
生
じ
、
漸
次
発
展
し
て
国
家
を
形
く
り
、
其
発
展
中
の
或

時
期
に
於
て
我
九
州
の
地
に
都
し
、
後
東
に
移
り
て
大
和
に
占

拠
し
、
異
族
を
平
ら
げ
、
遂
に
今
日
の
日
本
帝
国
の
基
を
開
け

る
も
の
な
り
。
即
ち
大
日
本
帝
国
は
多
く
の
学
者
が
認
む
る
如

く
、
一
大
綜
合
家
族
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
に
し
て
（
其
間
に
介

在
す
る
異
分
子
は
勢
力
と
し
て
云
ふ
に
足
ら
ざ
る
も
の
な
り
し
か
ば
何

時
し
か
融
和
同
化
し
た
る
も
の
ゝ
如
し
）、
其
始
め
よ
り
宗
家
の
家

長
と
し
て
全
族
に
臨
め
る
も
の
は
即
ち
現
在
の
皇
室
の
祖
宗
な

り
。

　

全
国
民
の
心
に
不
満
を
抱
か
ず
し
て
服
従
せ
し
め
得
る
首
長

と
云
へ
ば
是
以
上
の
何
者
を
も
望
む
能
は
ざ
る
な
り
。

　

さ
れ
ど
、
俗
諺
に
も
「
兄
弟
は
他
人
の
始
ま
り
」
と
云
ふ
如

く
、
始
め
一
家
族
よ
り
出
で
た
り
と
す
る
も
、
漸
く
膨
張
し
て

互
に
相
隔
た
る
に
於
て
は
其
間
に
骨
肉
の
親
み
を
保
持
す
る
事

は
実
際
に
於
て
不
可
能
な
り
。
理
に
於
て
同
族
な
り
と
雖
も
情

に
於
て
他
人
と
な
る
は
免
る
ゝ
事
能
は
ざ
る
な
り
。
然
る
に
幸

に
其
間
の
綛
結
と
な
れ
る
も
の
あ
り
。
祖
先
崇
拝
の
観
念
是
な

り
。

　

一
部
少
数
の
人
を
除
き
て
は
大
抵
霊
魂
の
不
滅
を
信
ず
。
勿

論
信
ず
る
程
度
に
は
種
々
あ
り
。
死
後
霊
魂
の
存
続
を
確
信
す

る
人
と
、
果
た
し
て
存
続
す
る
や
は
明
確
な
ら
ざ
る
も
到
底
否

認
す
る
丈
け
の
理
論
と
勇
気
と
を
有
せ
ず
と
い
ふ
人
と
の
差
は

あ
る
も
、
兎
に
角
多
く
の
人
は
或
程
度
ま
で
此
観
念
を
有
す
。

も
し
死
後
霊
魂
が
不
滅
な
り
と
す
れ
ば
、
其
生
前
自
己
を
愛
護

し
た
る
父
祖
が
、
死
し
て
霊
位
に
替
り
た
り
と
す
る
も
、
自
己

を
愛
護
す
る
事
を
止
む
る
理
な
し
と
思
ふ
。
又
自
己
が
子
孫
の

幸
福
を
希
ふ
の
情
切
な
る
よ
り
類
推
す
る
も
、
父
祖
の
霊
位
は

必
ず
自
己
及
び
自
己
の
子
孫
を
愛
護
す
べ
し
と
思
ふ
。
之
れ
祖

先
崇
拝
の
信
仰
の
存
す
る
所
以
な
り
。
其
父
祖
の
霊
位
に
対
す

る
信
念
は
自
家
の
遠
祖
に
及
び
、
更
に
一
族
の
共
同
祖
先
に
及

び
、
遂
に
大
祖
先
た
る
皇
祖
に
も
及
ぶ
。
之
れ
等
を
総
括
し
た

る
も
の
は
渾
然
た
る
我
神
道
の
根
本
た
り
。

　

或
は
祖
先
崇
拝
を
以
て
報
本
反
始
の
儀
礼
に
過
ぎ
ず
と
な
す
。

之
れ
神
道
を
所
謂
宗
教
と
区
別
せ
る
事
を
曲
解
せ
る
も
の
に
し

て
神
道
の
内
容
に
は
「
儀
礼
」
の
み
な
ら
ず
「
信
仰
」
あ
る
事
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は
争
う
可
ら
ず
。
又
無
か
る
可
ら
ざ
る
な
り
。
も
し
此
信
仰
を

缺
如
せ
る
儀
礼
な
ら
ん
に
は
神
道
に
は
何
等
の
「
力
」
あ
る
こ

と
な
し
。
然
れ
ど
も
、
国
民
は
、
祖
宗
の
霊
が
明
か
に
其
子
孫

及
び
国
家
民
人
を
保
護
す
と
信
ず
る
が
故
に
神
道
に
は
「
力
」

あ
り
。
祖
先
の
霊
位
の
保
護
の
下
に
家
を
成
し
、
族
を
形
く
り
、

更
に
之
を
綜
合
せ
る
宗
教
即
ち
皇
室
の
遠
祖
即
ち
皇
祖
皇
宗
の

霊
位
の
保
護
の
下
に
、
我
日
本
帝
国
を
形
く
る
、
渾
然
と
し
て

離
散
す
可
ら
ざ
る
一
大
有
機
体
な
り
。
其
所
に
万
世
動
か
す
可

ら
ざ
る
秩
序
あ
り
。
数
千
年
に
渉
り
此
一
大
事
実
に
依
り
て
馴

致
せ
ら
れ
た
る
国
民
は
、
教
え
ず
と
も
父
祖
を
敬
愛
し
、
又
宗

家
即
ち
皇
室
を
尊
奉
す
。
前
者
を
孝
と
云
ひ
後
者
を
忠
と
い
ふ
。

学
者
或
は
之
を
忠
孝
一
本
と
名
く
。
事
理
一
に
し
て
、
忠
を
盡

す
事
は
や
が
て
孝
道
に
協
ふ
を
云
ふ
な
り
。
斯
く
て
国
家
と
し

て
最
も
自
然
的
に
最
も
鞏
固
に
存
在
す
る
事
を
特
色
と
な
す
。

　

或
は
、
此
国
家
の
綜
合
家
族
制
な
る
事
を
以
て
立
国
の
根
本

義
と
せ
る
事
を
非
難
し
て
、
斯
く
て
は
我
帝
国
が
現
在
既
に
朝

鮮
、
台
湾
、
樺
太
を
加
へ
、
今
後
他
民
族
を
も
加
へ
て
益
々
発

展
す
る
に
当
り
て
支
障
を
生
ず
べ
し
と
す
る
人
あ
り
。
然
れ
ど

も
そ
は
止
む
を
得
ざ
る
事
な
り
。
根
幹
と
な
る
所
の
我
大
和
民

族
の
国
家
を
盤
石
の
安
き
に
置
け
ば
、
発
展
と
共
に
漸
々
附
属

し
来
る
所
の
民
族
は
、
之
に
臨
む
に
権
威
と
恩
恵
と
を
以
て
す

れ
ば
可
な
り
。
若
し
新
附
の
民
族
を
も
同
一
様
の
範
型
に
容
れ

得
べ
き
立
国
根
本
義
を
求
め
ん
と
欲
せ
ば
必
ず
し
も
難
き
に
あ

ら
ざ
る
べ
し
と
雖
も
、
到
底
綜
合
家
族
の
如
く
堅
固
な
る
能
は

ざ
る
は
明
な
り
。

　

或
は
天
孫
降
臨
の
神
勅
に
よ
り
て
我
国
体
は
定
ま
る
と
す
る

も
の
多
し
。
然
れ
ど
誤
れ
り
。
神
勅
の
有
無
に
拘
ら
ず
、
我
国

家
の
社
会
的
成
因
が
吾
万
世
一
系
の
皇
位
を
肯
定
し
、
其
他
を

否
認
す
る
も
の
な
り
。
神
勅
は
只
其
事
実
を
表
明
せ
る
も
の
に

過
ぎ
ず
。
我
神
代
史
は
歴
史
と
神
話
と
相
半
す
る
に
似
た
り
。

或
は
神
勅
を
以
て
、
一
の
神
話
に
し
て
国
民
の
理
想
を
表
明
す

れ
ど
も
歴
史
事
実
に
は
あ
ら
ず
と
思
考
す
る
も
の
あ
り
。
然
れ

ど
も
我
国
体
論
に
於
て
は
神
勅
が
真
事
実
な
る
と
、
将
神
話
な

る
と
は
根
本
問
題
に
は
あ
ら
ず
。
神
勅
が
史
実
な
る
に
も
せ
よ
、

神
話
即
ち
民
族
的
理
想
の
表
明
な
る
に
も
せ
よ
、
我
社
会
的
事

実
に
変
る
事
な
く
、
我
国
体
論
に
於
て
は
動
く
こ
と
な
き
な
り
。

　

憲
法
も
教
育
勅
語
も
、
素
よ
り
厳
存
す
る
所
の
事
実
を
顕
彰

せ
る
も
の
に
し
て
、
我
国
体
之
に
依
つ
て
定
ま
る
も
の
に
あ
ら

ず
。

　

最
後
に
統
治
権
の
主
体
に
就
き
て
国
法
学
者
の
間
に
甲
乙
の

論
あ
り
。
一
は
統
治
権
の
主
体
は
国
家
な
り
と
す
る
も
の
、
他

は
統
治
権
の
主
体
は
天
皇
な
り
と
す
る
も
の
な
り
。
其
云
ふ
意

は
前
者
は
国
家
は
国
家
全
体
（
天
皇
と
国
民
）
の
利
益
の
為
め

に
存
在
し
活
動
す
と
し
、
後
者
は
国
家
は
天
皇
御
一
人
の
利
益
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の
為
め
に
存
在
し
活
動
す
と
す
る
も
の
な
り
。
而
し
て
後
説
を

持
す
る
も
の
、
前
者
を
目
し
て
天
皇
の
神
聖
を
犯
し
、
惹
て
国

体
の
尊
厳
を
危
く
す
る
も
の
な
り
と
な
す
。
此
説
或
は
当
理
な

る
や
も
知
る
可
ら
ず
。
然
れ
ど
も
我
国
に
於
て
斯
る
事
を
宣
明

す
る
必
要
あ
り
や
。
規
定
せ
ず
と
も
国
民
の
大
多
数
は
数
千
年

来
養
は
れ
た
る
忠
魂
を
以
て
身
を
捨
て
ゝ
皇
室
に
尽
さ
ん
事
を

希
ひ
、
又
歴
代
天
皇
は
反
対
に
玉
体
を
後
に
し
て
国
民
を
憐
み

給
へ
り
。
是
れ
実
に
我
国
体
の
善
美
な
る
一
表
章
な
り
。
然
る

に
今
冷
か
な
る
法
理
に
依
り
て
天
皇
を
神
聖
視
す
る
事
を
規
制

せ
ん
と
す
。
所
謂
贔
屓
の
引
き
倒
し
に
し
て
、
下
は
国
民
の
皇

室
に
対
す
る
忠
義
の
熱
情
に
水
を
注
ぎ
、
上
は
御
歴
代
の
聖
徳

を
無
に
せ
ん
と
す
る
も
の
な
り
。

要
は
憲
法
に
、
神
聖
に
し
て
犯
す
可
ら
ず
と
あ
る
に
依
り
て
説

明
し
盡
さ
れ
た
り
と
信
ず
。

　

此
上
下
睦
々
、
而
し
て
互
に
相
犯
さ
ゞ
る
社
会
組
織
即
ち
、

綜
合
家
族
制
の
結
果
と
し
て
、
我
国
体
は
其
優
秀
を
永
遠
に
渉

り
て
発
揮
す
る
な
り
。（
大
尾
）（
三
七
三
―
三
八
〇
頁
）

　

島
薗
説
に
よ
れ
ば
、
大
正
十
年
は
「
浸
透
期
」（
一
九
一
○
年
［
大

正
初
年
］
頃
―
一
九
三
一
年
［
昭
和
六
年
］）
の
真
っ
最
中
で
あ
る
。
と

い
う
こ
と
は
、「
確
立
期
」（
一
八
九
○
年
［
明
治
二
三
］
頃
―
一
九
一

○
年
［
明
治
末
年
］
頃
）
に
出
来
上
が
っ
た
「
上
か
ら
の
教
化
・
統
制

シ
ス
テ
ム
」
に
よ
っ
て
、「
天
皇
と
国
家
を
尊
び
国
民
と
し
て
結
束

す
る
こ
と
と
、
日
本
の
神
々
の
崇
敬
が
結
び
つ
い
て
信
仰
生
活
の
主

軸
と
な
っ
た
神
道
の
形
態
」
で
あ
る
「
国
家
神
道
」
は
、
既
に
「
国

民
の
心
と
か
ら
だ
の
一
部
」
と
な
り
、「
神
話
的
表
象
に
基
づ
く
国

体
思
想
」
が
生
活
空
間
に
根
づ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
と
な
る
と
、

清
原
が
神
話
を
根
拠
に
国
体
の
尊
厳
を
説
く
こ
と
を
「
危
し
」
と
い

う
必
要
は
全
く
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
島
薗
が

言
う
よ
う
に
、「
国
家
神
道
の
強
化
」
を
求
め
る
「
下
か
ら
の
運
動
」

が
強
ま
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、「
天
孫
降
臨
の
神
勅
に
よ
り
て
我
国

体
は
定
ま
る
と
す
る
も
の
多
し
。
然
れ
ど
誤
れ
り
」
な
ど
と
主
張
す

る
書
物
を
内
務
省
神
社
局
が
出
版
し
た
理
由
が
全
く
理
解
不
能
で
、

し
か
も
、
ど
う
し
て
そ
れ
に
対
す
る
非
難
が
沸
き
起
こ
ら
な
か
っ
た

の
か
、
不
思
議
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、「
抑
も
国
体
と
は
如
何
な
る
意
味
な
り
や
。
予
は

『
一
国
が
国
家
と
し
て
存
立
す
る
状
態
な
り
』
と
云
は
ん
と
欲
す
。」

「
我
が
所
謂
『
国
体
』
の
優
秀
と
は
何
ぞ
や
。
曰
く
。
上
下
融
然
と

し
て
相
和
し
渾
然
と
し
て
一
体
を
成
し
、
而
も
整
然
た
る
秩
序
あ
り
、

国
家
と
し
て
最
も
鞏
固
に
存
続
す
る
状
態
な
り
。」「
天
孫
降
臨
の
神

勅
に
よ
り
て
我
国
体
は
定
ま
る
と
す
る
も
の
多
し
。
然
れ
ど
誤
れ

り
」
と
の
主
張
を
指
し
て
「
神
話
的
表
象
に
基
づ
く
国
体
思
想
」
と

い
う
こ
と
は
難
し
か
ろ
う
。
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む
し
ろ
「
確
立
期
」
に
「
国
家
神
道
」
へ
の
反
発
の
「
基

盤
」
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
実
例

　

九
十
年
後
の
未
来
に
生
き
て
い
る
島
薗
進
と
い
う
宗
教
学
者
に
は
、

「
国
家
神
道
」
が
「
国
民
の
心
と
か
ら
だ
の
一
部
」
と
な
っ
て
い
た

と
見
え
る
大
正
時
代
。
そ
の
時
代
の
只
中
で
、
清
原
貞
雄
が
国
民
の

常
識
だ
と
見
て
い
た
も
の
は
、
神
話
の
「『
国
造
り
説
』
と
相
容
れ

ざ
る
進
化
学
上
の
知
識
」
だ
っ
た
。
こ
の
国
民
の
「
科
学
的
知
識
」

の
由
来
に
つ
い
て
、
二
人
の
論
者
の
証
言
を
引
用
し
た
い
。

　

一
人
は
明
治
末
年
か
ら
天
皇
絶
対
神
論
を
唱
え
は
じ
め
た
宗
教
学

者
の
加
藤
玄
智
で
あ
る
。
彼
は
昭
和
十
年
十
月
刊
の
『
神
道
の
再
認

識
』
に
お
い
て
「
我
が
国
明
治
以
来
教
育
界
の
通
弊
は
、
そ
の
実
証

主
義
、
科
学
万
能
主
義
で
在
り
、
そ
れ
に
加
ふ
る
に
、
迎
合
外
交
と

追
随
教
育
の
弊
は
、
教
育
勅
語
に
仰
せ
ら
れ
た
皇
祖
皇
宗
を
解
す
る

に
、
単
な
る
人
間
と
し
て
の
祖
宗
、
即
ち
人
祖
人
宗
に
外
な
ら
な
い

も
の
と
し
て
、
之
を
解
し
奉
つ
て
を
つ
た
。
斯
く
解
し
て
自
他
共
に

怪
ま
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。」（
三
二
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

も
う
一
人
は
戦
後
長
ら
く
神
社
界
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
の
地

位
に
あ
っ
た
葦
津
珍
彦
で
あ
る
。
彼
は
大
正
十
年
前
後
の
小
学
校
・

中
学
校
教
育
に
つ
い
て
、「
私
共
の
中
学
教
育
で
は
、
明
治
天
皇
の

勅
語
が
奉
読
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
そ
の
無
神
論
的
科
学
教
育
は
今
日
の

日
教
組
教
育
の
や
う
な
、
な
ま
や
さ
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
近

ご
ろ
の
子
供
が
、
学
校
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
幽
霊
や
、
お
ば
け
の
話
な

ど
聞
い
て
く
る
の
を
見
る
と
私
は
変
な
気
が
す
る
。
私
共
の
時
代
に

は
啓
蒙
主
義
、
迷
信
打
破
の
戦
闘
的
な
科
学
主
義
が
精
気
を
も
っ
て

ゐ
た
。」（『
葦
津
珍
彦
選
集
（
第
一
巻
）』
三
〇
四
頁
、
神
社
新
報
社
、
平

成
八
年
六
月
）
と
書
い
て
い
る
。

　

清
原
貞
雄
は
『
国
体
論
史
』
に
お
い
て
、「
神
道
の
内
容
に
は

『
儀
礼
』
の
み
な
ら
ず
『
信
仰
』
あ
る
事
は
争
う
可
ら
ず
。
又
無
か

る
可
ら
ざ
る
な
り
。
も
し
此
信
仰
を
缺
如
せ
る
儀
礼
な
ら
ん
に
は
神

道
に
は
何
等
の
『
力
』
あ
る
こ
と
な
し
。
然
れ
ど
も
、
国
民
は
、
祖

宗
の
霊
が
明
か
に
其
子
孫
及
び
国
家
民
人
を
保
護
す
と
信
ず
る
が
故

に
神
道
に
は
『
力
』
あ
り
。
先
の
霊
位
の
保
護
の
下
に
家
を
成
し
、

族
を
形
く
り
、
更
に
之
を
綜
合
せ
る
宗
教
即
ち
皇
室
の
遠
祖
即
ち
皇

祖
皇
宗
の
霊
位
の
保
護
の
下
に
、
我
日
本
帝
国
を
形
く
る
、
渾
然
と

し
て
離
散
す
可
ら
ざ
る
一
大
有
機
体
な
り
。
其
所
に
万
世
動
か
す
可

ら
ざ
る
秩
序
あ
り
。
数
千
年
に
渉
り
此
一
大
事
実
に
依
り
て
馴
致
せ

ら
れ
た
る
国
民
は
、
教
え
ず
と
も
父
祖
を
敬
愛
し
、
又
宗
家
即
ち
皇

室
を
尊
奉
す
。
前
者
を
孝
と
云
ひ
後
者
を
忠
と
い
ふ
。
学
者
或
は
之

を
忠
孝
一
本
と
名
く
。
事
理
一
に
し
て
、
忠
を
盡
す
事
は
や
が
て
孝

道
に
協
ふ
を
云
ふ
な
り
。
斯
く
て
国
家
と
し
て
最
も
自
然
的
に
最
も

鞏
固
に
存
在
す
る
事
を
特
色
と
な
す
。」
と
主
張
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
加
藤
玄
智
は
大
正
十
一
年
五
月
刊
の
『
神
道
の
宗
教

学
的
新
研
究
』
の
中
で
、
清
原
が
言
う
よ
う
な
信
仰
的
な
祖
先
崇
拝
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な
ど
学
校
で
は
教
え
ら
れ
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　

今
日
の
学
校
教
育
で
鼓
吹
さ
れ
て
を
る
の
は
、
そ
の
道
徳
的

方
面
で
あ
る
。
本
を
慎
み
遠
を
追
う
精
神
か
ら
、
祖
先
の
遺
徳

追
慕
と
云
ふ
こ
と
を
中
心
と
し
、
生
き
て
を
る
父
母
を
大
切
に

す
る
と
同
一
の
精
神
を
以
て
、
そ
の
延
長
と
し
て
、
逝
け
る
父

母
へ
事
へ
、
死
に
事
ふ
る
こ
と
に
生
に
事
ふ
る
が
如
く
せ
よ
と

教
ふ
る
の
が
、
今
日
実
証
主
義 Positivism

 

の
教
育
界
に
行

は
れ
て
を
る
祖
先
崇
拝
で
は
無
く
て
、
先
祖
追
慕
先
祖
記
念
で

あ
る
。
之
れ
を
云
ひ
現
は
す
に
、
世
間
で
は
能
く
祖
先
崇
敬
祖

先
尊
崇
な
ど
と
云
ふ
語
が
用
ひ
ら
れ
て
を
る
。
此
意
味
で
の
祖

先
崇
拝
な
ら
ば
、
唯
物
論
者
で
も
実
行
出
来
る
祖
先
崇
拝
で
あ

る
。（
三
三
四
―
三
三
五
頁
）

　

葦
津
珍
彦
は
、
島
薗
が
「
国
家
神
道
」
と
呼
ぶ
も
の
を
次
の
よ
う

に
評
し
て
い
る
。「
国
家
神
道
な
る
も
の
は
、
明
治
以
来
の
真
摯
な

る
神
道
人
の
志
を
前
提
源
流
と
し
て
出
発
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

有
力
な
非
神
道
の
政
治
権
力
や
非
神
道
の
宗
教
勢
力
か
ら
の
強
い
ブ

レ
ー
キ
と
の
交
錯
が
重
な
っ
て
、
そ
れ
ら
の
諸
力
に
『
中
和
』
さ
れ

て
、
そ
の
精
神
は
、
全
く
空
白
化
し
て
し
ま
っ
た
無
精
神
な
、
世
俗

合
理
主
義
で
『
無
気
力
に
し
て
無
能
』
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の

が
歴
史
の
真
相
に
近
い
。」（
新
版
『
国
家
神
道
と
は
何
だ
っ
た
の
か
』

一
七
〇
頁
、
神
社
新
報
社
、
平
成
十
八
年
七
月
）

　

島
薗
は
「
確
立
期
」
に
形
成
さ
れ
た
「
国
家
神
道
」
の
「
基
盤
」

「
基
礎
」
に
後
押
し
さ
れ
て
「
下
か
ら
の
国
家
神
道
」
運
動
が
立
ち

上
が
っ
て
き
た
と
言
う
。
し
か
し
、「
唯
物
論
者
で
も
実
行
出
来
る

祖
先
崇
拝
」「
世
俗
合
理
主
義
で
『
無
気
力
に
し
て
無
能
』
な
も
の
」

と
い
っ
た
加
藤
や
葦
津
の
言
葉
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
、

「
国
家
神
道
な
る
も
の
」
に
対
す
る
反
感
や
嫌
悪
で
あ
る
。

　

島
薗
が
言
う
「
下
か
ら
の
国
家
神
道
」、
葦
津
が
言
う
「
在
野
の

激
し
い
神
国
意
識
」（
新
版
『
国
家
神
道
と
は
何
だ
っ
た
の
か
』
一
七
〇

頁
）
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
国
家
神
道
」
の
政
策
や
教
育
に
掉
さ
し
て

登
場
し
て
き
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
へ
の
批
判
・
反
発
と
し
て
生
ま

れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
両
者
を
同
じ
「
国
家
神

道
」
と
い
う
言
葉
で
括
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

　

こ
う
考
え
る
こ
と
は
、
実
は
、
近
代
の
政
治
思
想
研
究
の
成
果
と

も
合
致
し
て
い
る
。
近
代
史
学
者
の
筒
井
清
忠
は
、「
天
皇
制
的
な

国
家
原
理
が
明
治
に
で
き
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
昭
和
の
超
国
家
主

義
へ
と
移
行
し
た
」
と
す
る
丸
山
真
男
流
の
「
明
治
・
大
正
・
昭
和

連
続
説
」
を
批
判
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

明
治
末
期
の
、
だ
い
た
い
日
露
戦
争
期
か
ら
大
正
初
年
ぐ
ら

い
に
か
け
て
、
い
わ
ゆ
る
煩
悶
時
代
と
い
う
時
代
が
あ
り
ま
し

て
、
修
養
や
教
養
と
い
う
観
念
も
そ
の
頃
出
て
き
た
の
で
す
が
、

一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
の
藤
村
操
が
華
厳
滝
で
煩
悶
の
末

に
自
殺
し
た
あ
た
り
か
ら
、
大
正
の
初
期
頃
ま
で
の
こ
の
煩
悶

青
年
た
ち
の
な
か
に
、
昭
和
超
国
家
主
義
の
第
一
世
代
の
人
々
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は
ほ
ぼ
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
川
周
明
、
井
上

日
召
と
い
う
人
た
ち
は
一
八
八
六
年
生
ま
れ
で
、
北
一
輝
が
八

三
年
生
ま
れ
で
す
か
ら
、
だ
い
た
い
明
治
の
終
わ
り
頃
に
ほ
と

ん
ど
の
人
が
青
年
期
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。（「『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
か
ら
『
昭
和
軍
国
主
義
』
へ
」

七
―
八
頁
〈『
近
代
日
本
文
化
論
Ⅰ
・
近
代
日
本
へ
の
視
角
』
岩
波
書

店
、
一
九
八
九
年
三
月
〉）

　

第
一
世
代
の
人
々
〔
大
川
周
明
、
井
上
日
召
、
北
一
輝
ら
〕
は
皆
、

結
局
、
明
治
的
・
伝
統
的
な
国
家
主
義
に
よ
る
形
式
に
よ
っ
て

盛
り
込
み
き
れ
な
い
よ
う
な
生
、
あ
る
い
は
自
我
の
問
題
を
抱

え
た
人
々
で
あ
っ
て
、
そ
の
人
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
遍
歴
を
経

た
あ
と
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
書
物
を
書
く
な
ど
し
て
、

青
年
た
ち
の
あ
い
だ
に
登
場
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、

大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
日
本
社
会
に
危
機
が
襲
っ

て
き
た
と
き
に
、
伝
統
的
な
国
家
主
義
者
達
の
書
い
た
忠
君
愛

国
的
な
書
物
は
、
若
い
、
危
機
感
を
抱
い
た
人
々
に
と
っ
て
は

古
く
さ
く
て
ま
っ
た
く
受
け
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
こ
に
名
前
を
あ
げ
た
よ
う
な
人
々
だ
け
が
、
次
の
世
代
の

も
っ
て
い
る
悩
み
に
ぴ
っ
た
り
と
く
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う

ふ
う
に
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
（
同
一
〇
頁
、

傍
線
引
用
者
）

　

筒
井
は
右
の
論
文
の
中
で
、
昭
和
七
年
に
起
き
た
「
血
盟
団
事

件
」
に
参
加
し
た
小
学
校
教
員
・
古
内
栄
司
が
自
ら
の
師
範
学
校
生

活
を
記
し
た
文
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉

が
あ
る
。

　

無
理
想
な
る
寄
宿
舎
生
活
、
人
生
の
本
来
の
面
目
を
練
磨
す

る
道
場
に
非
ず
。
無
方
針
な
る
学
校
当
局
、
単
な
る
断
片
的
知

識
の
切
り
売
り
な
り
。（
一
六
頁
）

　

こ
の
言
葉
か
ら
は
「
天
皇
と
国
家
を
尊
び
国
民
と
し
て
結
束
す
る

こ
と
と
、
日
本
の
神
々
の
崇
敬
が
結
び
つ
い
て
信
仰
生
活
の
主
軸
と

な
っ
た
神
道
の
形
態
」
が
古
内
の
行
動
を
後
押
し
し
て
い
る
様
子
は

全
く
窺
え
な
い
。「
神
話
的
表
象
に
基
づ
く
国
体
思
想
」
が
彼
の
生

活
空
間
に
根
づ
い
て
い
た
と
も
思
え
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
自

ら
が
受
け
て
き
た
教
育
に
対
す
る
反
感
や
失
望
感
だ
け
で
あ
る
。

　

島
薗
が
「
下
か
ら
の
国
家
神
道
」
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
「
大

本
教
」「
国
柱
会
」「
地
方
神
職
の
運
動
」「
修
養
団
」「
神
道
天
行

居
」
な
ど
の
運
動
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
動
機

は
似
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

以
上
、「
国
家
神
道
」
と
い
う
術
語
の
延
命
を
試
み
る
島
薗
進
が
、

そ
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
提
案
し
て
い
る
時
代
区
分
の
中
身
に
つ
い

て
、
彼
が
言
う
「
確
立
期
」
を
中
心
に
検
討
を
加
え
て
き
た
。
そ
こ

か
ら
得
ら
れ
た
結
論
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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①�

〝
第
二
期
の
「
確
立
期
」
に
お
い
て
、「
天
皇
と
国
家
を
尊
び
国

民
と
し
て
結
束
す
る
こ
と
と
、
日
本
の
神
々
の
崇
敬
が
結
び
つ

い
て
信
仰
生
活
の
主
軸
と
な
っ
た
神
道
の
形
態
」
で
あ
る
「
国

家
神
道
」
の
「
上
か
ら
の
教
化
・
統
制
シ
ス
テ
ム
」
が
整
え
ら

れ
た
結
果
、「
国
家
神
道
」
が
「
国
民
自
身
の
思
想
と
実
践
」

の
中
に
組
み
込
ま
れ
、「
国
民
の
心
と
か
ら
だ
の
一
部
」
に

な
っ
た
〟
と
の
主
張
を
裏
付
け
る
具
体
的
な
資
料
を
島
薗
は
提

示
し
て
い
な
い
。

　

②�

む
し
ろ
「
確
立
期
」
や
「
浸
透
期
」
に
「
国
民
自
身
の
思
想
と

実
践
」
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、「
国
民
の
心
と
か
ら
だ
の
一
部
」

に
な
っ
て
い
た
の
は
「
神
話
の
『
国
造
り
説
』
と
相
容
れ
ざ
る

進
化
学
上
の
知
識
」「
実
証
主
義
、
科
学
万
能
主
義
」「
無
神
論

的
科
学
教
育
」「
啓
蒙
主
義
、
迷
信
打
破
の
戦
闘
的
な
科
学
主

義
」「
唯
物
論
者
で
も
実
行
出
来
る
祖
先
崇
拝
」
で
あ
っ
た
と

推
測
さ
せ
る
資
料
な
ら
多
数
存
在
す
る
。

　

③�

「
適
切
な
国
家
神
道
の
歴
史
像
を
得
る
た
め
に
は
、
こ
の
確
立

期
が
要
と
な
る
」
と
の
彼
の
考
え
に
照
ら
し
て
、「
確
立
期
」

の
内
実
が
立
証
さ
れ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
否
定
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
は
致
命
的
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
島
薗
の
時
代

区
分
は
成
り
立
た
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

④�

〝「
確
立
期
」
に
作
ら
れ
た
「
国
家
神
道
」
の
「
基
盤
」「
基

礎
」
の
上
に
立
っ
て
、
そ
れ
に
「
後
押
し
」
さ
れ
て
「
浸
透

期
」
に
な
る
と
「
下
か
ら
の
国
家
神
道
」
運
動
が
強
ま
っ
た
〟

と
の
主
張
を
裏
付
け
る
具
体
的
資
料
を
島
薗
は
示
し
て
い
な
い
。

　

⑤�

む
し
ろ
、「
確
立
期
」
や
「
浸
透
期
」
の
政
策
や
教
育
に
反
発

し
て
「
在
野
の
激
し
い
神
国
意
識
」
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を

推
測
さ
せ
る
資
料
な
ら
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
確
立
期
」

「
浸
透
期
」「
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
」
を
「
国
家
神
道
」
と
い
う
同
一

の
術
語
で
括
ろ
う
と
す
る
島
薗
の
試
み
が
成
功
し
て
い
る
と
は

言
い
難
い
。

（
皇
學
館
大
学
現
代
日
本
社
会
学
部
教
授
）


